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議
第
5 7
号

　
高
島
市
議
会
議
員
お

よ
び
高
島
市
長
の
選
挙
に
お
け
る

選
挙
運
動
の
公
費
負
担
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基

準
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
に
よ
り
、
選
挙
運
動
に
係
る
公

費
負
担
の
限
度
額
が
見
直
さ
れ
た
こ
と
に

伴
い
、
当
該
法
律
を
準
用
す
る
高
島
市
議

会
議
員
お
よ
び
高
島
市
長
選
挙
に
お
け
る

公
費
負
担
の
限
度
額
に
つ
い
て
、
所
要
の

改
正
を
行
う
も
の
。

採
決
の
結
果

「
賛
成
全
員
」
で
「
可
決
す
べ
き
も
の
」

と
決
定
し
ま
し
た
。

こ
の
他
、
付
託
さ
れ
た
3
議
案
に
つ
い

て
も
、
「
賛
成
全
員
」
で
「
可
決
す
べ
き

も
の
」
と
決
定
し
ま
し
た
。

議
第
6 1
号

　
高
島
市
立
学
校
使
用

料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
案

市
内
中
学
校
の
体
育
館
に
空
調
設
備

を
設
置
す
る
こ
と
か
ら
、
新
た
に
使
用

料
を
設
定
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を

行
う
も
の
。

採
決
の
結
果

「
賛
成
全
員
」
で
「
可
決
す
べ
き
も
の
」

と
決
定
し
ま
し
た
。

こ
の
ほ
か
、
付
託
さ
れ
た
4
議
案
に
つ

い
て
も
、
「
賛
成
全
員
」
で
「
可
決
す
べ

き
も
の
」
と
決
定
し
ま
し
た
。

議
第
6 6
号

　
高
島
市
産
業
用
地
開

発
事
業
特
別
会
計
条
例
案

滋
賀
県
が
市
町
と
連
携
し
て
実
施
す

る
産
業
用
地
開
発
事
業
の
候
補
地
と
し

て
、
本
市
の
「
マ
キ
ノ
町
西
浜
地
先
」
が

選
定
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
地
方
自
治
法

第

2
0
9
条
第
2
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

開
発
事
業
に
関
す
る
経
理
を
行
う
た
め
の

特
別
会
計
を
新
設
す
る
も
の
。

採
決
の
結
果

可
否
同
数
と
な
り
、
委
員
長
裁
決
に
よ

り
「
賛
成
多
数
」
で
「
可
決
す
べ
き
も
の
」

と
決
定
し
ま
し
た
。

本会議での討論

議
第
66
号

　
高
島
市
産
業
用
地

開
発
事
業
特
別
会
計
条
例
案

反
対

森
脇

　
徹 

議
員

産
業
用
地
開
発
計
画
は
大
事
な

施
策
だ
が
、
不
確
実
性
が
高
い
。

用
地
内
整
備
は
、
県
2
／
3
、
市

1
／
3
で
あ
る
。
し
か
し
、
イ
ン

フ
ラ
整
備
は
市
負
担
の
た
め
、
県

1
／
2
、
市
1
／
2
と
の
実
態
が

想
定
さ
れ
る
。
塩
漬
け
は
許
さ
れ

ず
、
ニ
ー
ズ
調
査
や
基
本
計
画
を

見
る
べ
き
。

賛
成
賛
成

吉
見

　
大 

議
員

産
業
用
地
開
発
事
業
は
、
新
た

な
産
業
や
企
業
を
呼
び
込
み
、
雇

用
と
活
力
を
生
み
出
す
大
変
重
要

な
事
業
で
あ
り
、
将
来
に
向
け
た

可
能
性
を
開
拓
し
追
求
す
る
市
の

姿
勢
を
示
す
た
め
に
も
、
地
方
財

政
法
に
基
づ
く
特
別
会
計
の
設
置

は
必
要
で
あ
る
。
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